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　町教委では、町民の多種多様な学習

ニーズに応えるため、町民の自主企画・

自主運営の形態で開催する学習活動を

「町民自主企画講座」として支援してい

ます。

　公民館・総合体育館・西当別コミセン

など社会教育施設の無料提供のほか、講

師謝礼金（限度額３万円）を援助します。

▼��　社会教育課社会教育係（「総合体育

館」内・�2２－３８３４）

▼��　毎週金

曜　9時～12時

▼��　町内の

未就学児童とそ

の親

▼��　運動遊びのできる場所の

提供（指導者は特にはいません。

自由に遊んでください。）

▼���　行事などの都合で開放

できない日もありますので、総合

体育館（白樺町�2２－３８３３）まで

お問い合わせください。
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　町教委では、子供（主に小学生）

のスポーツ体験教室に、各種ス

ポーツ・レクリエーションを指導す

るボランティアの方を募集します。

　個人・グループは問いません。　

　みなさんの技術や経験を子供た

ちのために役立ててみませんか。

▼��　子供に適していると思わ

れる運動であればなんでも構いま

せん。

▼���　主に土曜の午前中で、

日程調整のうえ決定します。

▼����　6月25日（金）

▼���　町教委との打ち合わせ

会議に出席

していただ

きます。

▼���　

教育委員会

スポーツ担当（「総合体育館」内・

�2２－３８３３）
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　老人保健の医療受給者で住民税

非課税世帯の方は、申請により

「��������	
���

�������」の交付を受ける

ことができます。この認定証は入

　５月号の広報「とうべつ」でお知

らせしました児童手当の制度改正

は、国会審議の遅れから、法案成

立が遅れています。法案成立後直

ちに対象と思われる方には、小学

校を通じて申請書を配付しますの

で、もうしばらくお待ちください。

　なお、今回の改正により支給さ

れることとなる４・5月分の児童手

当は、次回の支給月（１０月）に合

算し支給しますので、ご了承願い

ます。（小学校１年生のお子さん

を持つ保護者で児童手当を受給し

ている方の６月支給分は、２・３月

分のみとなります。）

▼������　福祉部子育て担

当（「ゆとろ」内・�2３－３０２４）
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780円

72,300円＋（総医療費
－361,500円）×1％
      （注）40,200円
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40,200円����

健康保険証
医療受給者証
※91日以上入院の
場合、入院日数が
分かる領収書など

３００円15,000円�
�

�

�

�

過去１年の入院期間
90日以下　　650円

24,600円�
過去１年の入院期間

91日以上　　500円

（注）過去１２カ月間に４回以上高額医療費の支給があった場合、４回
目以降の限度額。
　※区分の内容など詳しくはお問い合わせください。

　介護保険施設（特別養護老人

ホーム・老人保健施設・介護療養

型医療施設）に入所されている方

が１日に負担する食費は７８０円で

すが、次に該当する方は食費の負

担が軽減されます。

　対象の方は、申請により「減額

認定証」の交付を受け、認定証を

介護保険施設に提示する必要があ

ります。

���������	
���

��������	
����

���～日額３００円の負担

���������	
���～

日額５００円の負担

▼������（「ゆとろ」内・　

福祉課介護サービス係・�２３－

３０２９）

��������	
�
��������	

�� ��

院の際に病院などに提示すると、

医療費一部負担限度額と入院時食

事療養費が減額されます。

　該当する方は、福祉係で申請し

てください。

▼������　福祉課福祉係　

（「ゆとろ」内・�23－3019）

　気候も暖かくなり、散歩をす

る方も増えてきましたが、町を

歩くと相変わらず犬のフンが目

立っています。これらは景観も

悪く、悪臭を発生し、住環境に悪

影響しか与えません。飼い主一

人ひとりがマナーを守って行動

することで、全住民が不快感を

覚えることなく生活ができます。

　町は１月から条例を改正し、犬

のフン放置などに対して罰金を

課して厳しく取り締まりを行っ

ています。

　自分たちの町をき

れいにして、住みよ

いまちをつくりましょう。
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　雪解け

とともに

増える不

法投棄に

対して、

町では夜

間を含め��������	
�

を実施しています。

　廃棄物をみだりに捨てる行為

は、法律で禁じられており、違反

者には厳しい罰則が課せられま

す。

　不法投棄の現場を発見したとき

は、警察または

環境対策課環境

対策係（�2３－

２５０３）までご連絡

ください。


